
東海市公告第７７号 

 

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１９条第１項の規定により、

地域計画を策定したので、同条第８項の規定により公告する。 

 

  令和７年３月３１日 

 

                     東海市長 花 田 勝 重      

  

１ 地域計画を作成した地区 

  北地区（名和前北、一番畑、三ツ屋、上名和、北脇、南脇、高根、渡内、寺中、

加家、平島、清水、木庭、富田、姫島、藤塚、新宝、東海） 

  南地区（南加木屋、仲新田、中部、向山、本郷、木田、大田、高横須賀、養父、

横須賀、元浜） 

２ 地域計画の縦覧場所 

  東海市中央町一丁目１番地 

  東海市役所環境経済部農務課（庁舎５階） 


